
暮

ら

し

の

お

知

ら

せ

Information

　
戸
籍
は
、
日
本
人
の
出
生
か
ら
死
亡

ま
で
の
身
分
関
係
を
登
録
し
証
明
す
る

も
の
で
す
。

　
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と
き
、
結
婚
・

離
婚
す
る
と
き
、
家
族
が
亡
く
な
っ
た

と
き
な
ど
は
、
市
民
課（
市
役
所
1
階
）

ま
た
は
下
総
・
大
栄
支
所
に
届
け
出
を

し
て
く
だ
さ
い（
遠
山
・
赤
坂
分
室
で

は
受
け
付
け
で
き
ま
せ
ん
）。

　
届
け
出
を
す
る
と
き
は
、
次
の
こ
と

に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
外
国

籍
の
人
は
届
け
出
の
種
類
や
国
籍
に
よ
っ

て
必
要
な
書
類
が
異
な
る
た
め
、
市
民

課（
☎
20
‐
1
5
2
5
）へ
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

◦
出
生
届
…
子
ど
も
の
名
前
に
は
、
常

用
漢
字
・
人
名
用
漢
字
・
ひ
ら
が

な
・
カ
タ
カ
ナ
を
使
用
す
る

◦
死
亡
届
…
使
用
す
る
火
葬
場
を
決
め

て
か
ら
届
け
出
を
す
る

◦
婚
姻
届
…
届
け
書
に
成
人
の
証
人

（
2
人
）が
署
名
・
押
印
す
る
。
未
成

年
者
は
父
母
の
同
意
書
を
用
意
す
る

◦
離
婚
届
…
協
議
離
婚
の
と
き
は
、
届

け
書
に
成
人
の
証
人（
2
人
）が
署
名
・

押
印
す
る
。
離
婚
後
も
婚
姻
時
の
氏

を
称
す
る
と
き
は
、
離
婚
の
日
か
ら

3
カ
月
以
内
に
「
離
婚
の
際
に
称
し

て
い
た
氏
を
称
す
る
届
」
を
提
出
す

る
本
人
確
認
が
必
要
で
す

　
婚
姻
届
・
離
婚
届
・
養
子
縁
組
届
・

養
子
離
縁
届
・
認
知
届
を
提
出
す
る
際

は
、
届
け
出
に
来
た
人
の
本
人
確
認
を

行
い
ま
す
。
運
転
免
許
証
や
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
、
顔
写
真
付
き
の
住
民
基

本
台
帳
カ
ー
ド
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
保
険

証
な
ど
本
人
確
認
が
で
き
る
物
を
持
っ

て
き
て
く
だ
さ
い
。

休
日
の
届
け
出

　
日
曜
日
の
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5

時
15
分
は
、
市
民
課
で
届
け
書
を
受
け

付
け
ま
す
。

　
そ
れ
以
外
の
時
間
帯
は
休
日
夜
間
受

付（
市
役
所
地
下
1
階
）で
届
け
書
を
預

か
り
、
翌
開
庁
日
に
審
査
し
た
後
、
受

理
し
ま
す
。
受
理
日
は
休
日
夜
間
受
付

で
預
か
っ
た
日
と
な
り
ま
す
。

　
添
付
書
類
が
不
足
し
て
い
る
場
合
な

ど
は
、
再
度
来
て
も
ら
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
課（
☎
20
‐
1�

5�

2�

5
）へ
。

市
役
所
で
省
エ
ネ
対
策

ウ
ォ
ー
ム
ビ
ズ

　
市
で
は
、
11
〜
3
月
に
、
省
エ
ネ
対

策
と
し
て
ウ
ォ
ー
ム
ビ
ズ（
室
温
20
℃

を
目
安
と
し
た
空
調
の
稼
働
、
フ
リ
ー

ス
な
ど
の
重
ね
着
や
膝
掛
け
な
ど
を
活

用
し
た
過
度
に
暖
房
に
頼
ら
な
い
執

務
）を
実
施
し
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
計
画
課（
☎
20
‐

1
5
3
3
）へ
。

食
生
活
の
大
切
さ
を
考
え
る

ち
ば
の
食
育
月
間

　
県
で
は
、
旬
の
地
元
食
材
が
豊
富
に

出
回
る
11
月
を
ち
ば
の
食
育
月
間
と
し
、

食
育
の
普
及
・
啓
発
を
行
っ
て
い
ま
す
。 　

こ
の
機
会
に
、
食
に
関
す
る
正
し
い

知
識
を
身
に
付
け
、
食
生
活
の
大
切
さ

を
考
え
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
農
政
課（
☎
20
‐
1�

5�

4�

1
）へ
。

S
マ
ー
ク
を

知
っ
て
い
ま
す
か

標
準
営
業
約
款
制
度

　
標
準
営
業
約
款（
S

マ
ー
ク
）は
、
法
律
で

定
め
ら
れ
た
消
費
者
擁

護
の
た
め
の
制
度
で
す
。

　
店
頭
に
S
マ
ー
ク
を
掲
げ
て
い
る
理

容
店
、
美
容
室
、
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店
、

め
ん
類
飲
食
店
、
一
般
飲
食
店
は
、
厚

生
労
働
大
臣
認
可
の
約
款
に
従
っ
て
営

業
し
て
い
る
安
全
・
清
潔
・
安
心
な
信

頼
で
き
る
店
舗
で
す
。

※
く
わ
し
く
は
千
葉
県
生
活
衛
生
営
業

指
導
セ
ン
タ
ー（
☎
0
4
3
‐
3�

0�

7
‐
8
2
7
2
）へ
。

11
月
6
日
か
ら
配
布
し
ま
す

給
与
支
払
報
告
書
の
様
式

　
令
和
3
年
度
分
給
与
支
払
報
告
書
の

様
式
を
、
11
月
6
日
㈮
か
ら
市
民
税
課

（
市
役
所
2
階
）で
配
布
し
ま
す
。
1�

0�

0
部
以
上
必
要
な
場
合
は
、
事
前
に
同

課（
☎
20
‐
1�

5
1�

3
）へ
問
い
合
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
そ
の
ほ
か
の
年
末
調
整
関
係

用
紙
は
成
田
税
務
署
で
の
配
布
と
な
り

ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
、
給
与
支
払
報
告
書
の

様
式
に
つ
い
て
は
市
民
税
課
、
そ
の

ほ
か
の
年
末
調
整
関
係
用
紙
に
つ
い

て
は
成
田
税
務
署（
☎
28
‐
5
1
5�

1
）へ
。

国
税
庁
の
取
り
組
み
を
紹
介

税
を
考
え
る
週
間

　
11
月
11
日
㈬
〜
17
日
㈫
は
税
を
考
え

る
週
間
で
す
。

　
税
務
行
政
に
対
す
る
知
識
と
理
解
を

深
め
て
も
ら
う
た
め
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ（https://w

w
w
.nta.go.jp

）

で
国
税
庁
の
取
り
組
み
な
ど
を
分
か
り

や
す
く
最
新
の
デ
ー
タ
で
紹
介
す
る
ほ

か
、
税
務
職
員
の
業
務
を
映
像
で
紹
介

し
て
い
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
成
田
税
務
署（
☎
28
‐

5
1
5
1
）へ
。

手
続
き
は
市
民
課
・
支
所
の
窓
口
で

戸
籍
の
届
け
出
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庭
・
生
活
な
ど
に
関
す
る
相
談

電
話
番
号
＝
0
4
3
‐
2
0
6
‐
8�

0�

0�

2
※
く
わ
し
く
は
各
相
談
窓
口
へ
。

設
置
に
補
助
金
を
交
付

住
宅
用
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
設
備

　
市
で
は
、
住
宅
用
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
設

備
を
設
置
し
た
人
や
、
設
置
さ
れ
た
住

宅
を
購
入
し
た
人
で
、
一
定
の
要
件
を

満
た
す
場
合
に
補
助
金
を
交
付
し
て
い

ま
す
。

　
補
助
を
受
け
る
に
は
、
設
備
を
設
置

し
た
日
ま
た
は
設
備
が
設
置
さ
れ
た
住

宅
を
購
入
し
た
日
の
翌
日
か
ら
2
年
以

内
に
申
請
が
必
要
で
す
。

対
象
設
備
と
補
助
額（
上
限
額
）

◦
太
陽
光
発
電
シ
ス
テ
ム
…
9
万
円

◦
燃
料
電
池
コ
ー
ジ
ェ
ネ
レ
ー
シ
ョ
ン

シ
ス
テ
ム（
エ
ネ
フ
ァ
ー
ム
）…
8
万

円
◦
定
置
用
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン
蓄
電
池
…

10
万
円

◦
家
庭
用
エ
ネ
ル
ギ
ー
管
理
シ
ス
テ
ム

（
H
E
M
S
）機
器
…
1
万
円

◦
太
陽
熱
利
用
シ
ス
テ
ム
…
5
万
円

（
強
制
循
環
型
の
み
）

◦
地
中
熱
利
用
シ
ス
テ
ム
…
10
万
円

※
く
わ
し
く
は
環
境
計
画
課（
☎
20
‐

1
5
3
3
）ま
た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ（https://w
w
w
.city.narita.

chiba.jp/kurashi/page1112�

00.htm
l

）へ
。

車
の
使
用
は
控
え
め
に

大
気
汚
染
防
止
の
た
め
の
冬
期
対
策

　
県
で
は
、
11
〜
1
月
を
大
気
汚
染
防

止
の
た
め
の
冬
期
対
策
期
間
と
し
て
い

ま
す
。

　
冬
期
は
大
気
が
よ
ど
み
、
汚
れ
や
す

く
な
り
ま
す
。
大
気
汚
染
物
質
の
一
つ

で
あ
る
窒
素
酸
化
物
の
排
出
削
減
対
策

の
た
め
、
次
の
こ
と
を
心
掛
け
ま
し
ょ

う
。

◦
公
共
交
通
機
関
の
積
極
的
な
利
用

◦
車
の
使
用
時
は
ア
イ
ド
リ
ン
グ
・
ス

ト
ッ
プ
な
ど
の
エ
コ
ド
ラ
イ
ブ

◦
自
動
車
の
購
入
時
に
は
低
公
害
車
を

選
ぶ

※
く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課（
☎
20
‐

1
5
3
2
）へ
。

宝
く
じ
収
益
金
に
よ
る
助
成

地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
の
支
援

　
自
治
総
合
セ
ン
タ
ー
で
は
、
社
会
貢

献
広
報
事
業
と
し
て
、
宝
く
じ
の
収
益

金
で
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
動
に
対

す
る
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
令
和
2
年
度
は
吉
岡
第
三
大
栄
ニュー

タ
ウ
ン
自
治
会
が
、
祭
り
に
使
用
す
る

ス
テ
ー
ジ
を
整
備
し
ま
し
た
。

※
く
わ
し
く
は
市
民
協
働
課（
☎
20
‐

1
5
0
7
）へ
。

5
カ
条
の
精
神
を
未
来
へ

成
田
市
民
憲
章
の
推
進

　
成
田
市
民
憲
章
は
、
市
民
の
幸
せ
を

願
い
、
未
来
へ
の
理
想
を
掲
げ
昭
和
46

年
11
月
3
日
に
制
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
「
住
ん
で
い
て
良
か
っ
た
」「
こ
れ
か

ら
も
住
み
続
け
た
い
」
と
思
え
る
ま
ち

づ
く
り
を
推
進
し
て
い
く
た
め
に
、
市

民
憲
章
が
掲
げ
る
5
カ
条
の
精
神
を
未

来
へ
継
承
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
総
務
課（
☎
20
‐
1�

5�

1�

0
）へ
。

一
人
で
抱
え
込
ま
ず
に

相
談
を

女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動

　
11
月
12
日
㈭
〜
25
日
㈬
は
女
性
に
対

す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
期
間
で
す
。

　
こ
れ
に
合
わ
せ
、
法
務
局
職
員
や
人

権
擁
護
委
員
が
対
応
す
る
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
で
は
、
時
間
を
延
長
し

て
相
談
に
応
じ
ま
す
。

女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

日
時
＝
11
月
12
日
㈭
〜
18
日
㈬
午
前
8

時
30
分
〜
午
後
7
時（
14
日
㈯
・
15

日
㈰
は
午
前
10
時
〜
午
後
5
時
）

内
容
＝
配
偶
者
な
ど
か
ら
の
暴
力
、
ス

ト
ー
カ
ー
被
害
な
ど
、
女
性
人
権
問

題
に
関
す
る
相
談

電
話
番
号
＝
0
5
7
0
‐
0
7
0
‐
8�

1�

0
県
女
性
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

時
間
＝
24
時
間
年
中
無
休

内
容
＝
配
偶
者
な
ど
か
ら
の
暴
力
や
家

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

市 長 日 誌

成田日本語学校と協定を締結（13日）

10月1日㈭〜15日㈭

3日 JA全農WCBF少年野球教室成
田教室

8日

新型コロナウイルス感染症対策
本部会議（9日）

高齢者クラブ連合会表彰式

避難所担当職員研修会（感染症
予防）

9日 台風14号に係る庁内対策会議

13日

国家戦略特区における在留資
格の特例に係る連携協定締結
式（成田市・成田日本語学校）

千葉ロッテマリーンズALL for 
CHIBA 成田デー

14日
横芝・神崎間首都圏中央連絡
自動車道建設促進協議会要望
活動

成
田
市
民
憲
章

　
信
仰
の
ま
ち
、
世
界
に
通
ず
る
ま

ち
成
田
は
わ
た
く
し
た
ち
の
ふ
る
さ

と
で
す
。

　
ゆ
た
か
な
自
然
と
文
化
に
め
ぐ
ま

れ
て
き
た
わ
た
く
し
た
ち
成
田
市
民

は
、
大
き
な
希
望
と
誇
り
を
も
っ
て

世
界
に
伸
び
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　
わ
た
く
し
た
ち
は
、
成
田
の
か
が

や
か
し
い
発
展
と
お
た
が
い
の
し
あ

わ
せ
を
ね
が
い
、
こ
の
市
民
憲
章
を

さ
だ
め
ま
す
。

一　
親
切
な
心
で
平
和
な
成
田
を
つ

く
り
ま
し
ょ
う
。

一　
よ
ろ
こ
ん
で
働
き
豊
か
な
成
田

を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

一　
き
ま
り
を
ま
も
り
住
み
よ
い
成

田
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

一　
自
然
と
文
化
を
大
切
に
し
美
し

い
成
田
を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。

一　
若
い
力
を
そ
だ
て
明
る
い
成
田

を
つ
く
り
ま
し
ょ
う
。
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暮

ら

し

の

お

知

ら

せ

る
こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

　
契
約
手
続
き
は
、
千
葉
県
宅
地
建
物

取
引
業
協
会
印
旛
支
部
の
会
員
が
仲
介

し
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
建
築
住
宅
課（
☎
20
‐

1
5
6
4
）へ
。

訪
問
セ
ー
ル
ス
に
ご
用
心

排
水
設
備
の
清
掃
・
点
検

　
「
市
役
所
か
ら
紹
介
さ
れ
て
排
水
設

備
の
清
掃
・
点
検
に
来
た
」
と
家
庭
を

訪
問
し
、
不
要
な
契
約
や
金
銭
を
求
め

る
業
者
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
市
で
は

業
者
の
あ
っ
せ
ん
は
行
っ
て
お
り
ま
せ

ん
。

　
訪
問
セ
ー
ル
ス
で
不
審
に
感
じ
た
ら

下
水
道
課（
☎
20
‐
1
5
5
3
）へ
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
同
課
へ
。

飼
い
主
は
責
任
を
も
っ
て

動
物
に
よ
る
危
害
防
止
対
策
強
化
月
間

　
動
物
を
飼
っ
て
い
る
人
は
、
次
の
こ

と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

◦
犬
を
飼
う
と
き
は
必
ず
登
録
し
、
狂

犬
病
予
防
注
射
を
毎
年
受
け
さ
せ
る

◦
犬
の
放
し
飼
い
は
し
な
い

被
害
者
や
遺
族
へ
支
援

犯
罪
被
害
給
付
制
度

　
犯
罪
被
害
給
付
制
度
は
、
故
意
の
犯

罪
行
為
に
よ
り
不
慮
の
死
を
遂
げ
た
被

害
者
の
遺
族
や
、
身
体
に
重
大
な
被
害

を
受
け
る
な
ど
し
た
被
害
者
に
対
し
、

国
が
給
付
金
を
支
給
す
る
も
の
で
す
。

　
ま
た
、
市
で
は
成
田
市
犯
罪
被
害
者

等
支
援
条
例
に
基
づ
き
、
支
援
金
を
支

給
し
て
い
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
、
制
度
に
つ
い
て
は
県

警
察
本
部
警
務
課
犯
罪
被
害
者
支
援

室（
☎
0
4
3
‐
2
0
1
‐
0
1
1
0�

内
線
2
7
0
4
）、
条
例
に
つ
い
て

は
交
通
防
犯
課（
☎
20
‐
1
5
2
7
）

へ
。

物
件
を
有
効
活
用
し
ま
せ
ん
か

空
き
家
バ
ン
ク

　
市
で
は
、
空
き
家（
戸
建
て
）の
所
有

者
と
利
用
希
望
者
を
つ
な
ぐ
空
き
家
バ

ン
ク
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

　
空
き
家
バ
ン
ク
は
、
物
件
情
報
を
市

に
登
録
す
る
こ
と
で
空
き
家
バ
ン
ク

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.akiy�

a-navi.com
/unari_akiya_bank

）

な
ど
に
公
開
さ
れ
、
利
用
希
望
者
を
募

◦
犬
の
散
歩
は
短
い
引
き
綱
を
付
け
、

動
き
を
制
御
で
き
る
人
が
行
い
、
散

歩
中
に
し
た
排
せ
つ
物
は
持
ち
帰
る

◦
猫
は
室
内
で
飼
う

◦
動
物
に
迷
子
札
な
ど
を
付
け
、
飼
い

主
が
分
か
る
よ
う
に
す
る

◦
猿
・
蛇
・
ワ
ニ
な
ど
危
険
な
動
物
に

指
定
さ
れ
て
い
る
動
物
を
飼
育
す
る

場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
保
健
所
長
の

許
可
を
得
る

捨
て
犬
・
捨
て
猫
の
禁
止

　
動
物
を
捨
て
る
行
為
は
犯
罪
で
、
法

律
で
1
0
0
万
円
以
下
の
罰
金
が
科
さ

れ
ま
す
。
捨
て
ら
れ
て
保
護
さ
れ
た

犬
・
猫
は
、
引
き
取
る
人
が
い
な
い
と

処
分
さ
れ
ま
す
。
ペ
ッ
ト
は
責
任
を

も
っ
て
最
期
ま
で
面
倒
を
見
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
衛
生
課（
☎
20
‐

1
5
3
1
）へ
。

11
月
30
日
ま
で
に

個
人
事
業
税

　
個
人
事
業
税
の
第
2
期
分
の
納
期
限

は
、
11
月
30
日
㈪
で
す
。
金
融
機
関
や

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
め
て
く

だ
さ
い
。

　
納
付
に
は
便
利
で
確
実
な
口
座
振
替

を
お
勧
め
し
ま
す
。
ま
た
、
納
期
限
内

で
あ
れ
ば
千
葉
県
税
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
お
支
払
い
サ
イ
ト（https://kouki�

n.f-regi.com
/fc/chiba_pref

）で

も
納
付
で
き
ま
す
の
で
利
用
し
て
く
だ

さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
佐
倉
県
税
事
務
所（
☎

0
4
3
‐
4
8
3
‐
1
1
1
4
）へ
。

新
た
な
特
例
の
認
定

国
家
戦
略
特
区
に
よ
る
規
制
緩
和

　
市
が
内
閣
府
に
提
案
し
た
「
海
外
大

学
卒
業
外
国
人
留
学
生
の
就
職
活
動
継

続
に
係
る
在
留
資
格
に
関
す
る
特
例
」

の
活
用
が
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

　
こ
れ
ま
で
は
、
海
外
の
大
学
を
卒
業

後
、
日
本
語
教
育
機
関
へ
留
学
し
卒
業

し
た
外
国
人
が
日
本
で
就
職
活
動
を
す

る
場
合
の
在
留
資
格
が
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

　
今
回
の
特
例
を
活
用
す
る
と
、
卒
業

後
も
最
大
1
年
間
の
在
留
資
格
が
与
え

ら
れ
、
日
本
企
業
へ
の
就
職
活
動
を
行

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
こ
れ
に
よ
り
、
海
外
の
大
学
を
卒
業

し
た
優
秀
な
外
国
人
の
受
け
入
れ
が
促

進
さ
れ
、
国
際
競
争
力
の
強
化
に
つ
な

が
り
ま
す
。

特
例
を
活
用
す
る
に
は

　
外
国
人
留
学
生
が
一
定
の
要
件
を
満

た
し
て
い
る
ほ
か
、
日
本
語
教
育
機
関

も
一
定
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
に
つ
い

て
市
か
ら
確
認
を
受
け
て
い
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　
現
在
、
市
か
ら
確
認
を
受
け
て
い
る

日
本
語
教
育
機
関
は
成
田
日
本
語
学
校

（
橋
賀
台
）で
す
。

　
こ
の
特
例
の
在
留
資
格
の
申
請
手
続

き
は
、
東
京
出
入
国
在
留
管
理
局
千
葉

出
張
所（
☎
0
4
3
‐
2
4
2
‐
6
5
9�

7
）で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

※
く
わ
し
く
は
国
家
戦
略
特
区
推
進
課

（
☎
20
‐
1
5
0
6
）へ
。

草
刈
り
機
を

無
料
で
貸
し
出
し

空
き
地
の
管
理

　
空
き
地
の
雑
草
を
伸
び
た
ま
ま
に
し

て
お
く
と
、
ご
み
の
捨
て
場
所
に
さ
れ

た
り
、
害
虫
類
の
発
生
原
因
と
な
っ
た

り
す
る
な
ど
、
周
囲
に
迷
惑
が
掛
か
り

ま
す
。
ま
た
、
通
行
の
妨
げ
や
火
災
の

原
因
と
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　
空
き
地
の
所
有
者
は
早
め
に
草
を
刈

る
な
ど
、
土
地
を
適
正
に
管
理
し
て
く

だ
さ
い
。

　
市
で
は
、
草
刈
り
機
を
無
料（
刈
り

刃
と
燃
料
は
自
己
負
担
）で
貸
し
出
し

て
い
ま
す
の
で
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

※
く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課（
☎
20
‐

1
5
3
2
）へ
。

広報なりた 2020.11.1 10


